
経営発達支援計画の概要 

実施者名 

（法人番号） 

富田林商工会（法人番号 9120105004875） 

富田林市(行政コード 272141) 

太子町(行政コード 273813) 

河南町(行政コード 273821) 

千早赤阪村(行政コード 273830) 

実施期間 令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日 

目標 

経営発達支援計画の目標 

①目標１ 

「小規模事業者の経営持続（承継と連携、提携、共同等）・発展の推進、創業者支援で産業全体の

底上げを図る。」 

②目標２ 

「小規模事業者の新たな魅力の発見・創出、競争力の強化を図る。」 

③目標３ 

「新たな労働力の確保、職場環境の整備を支援し、雇用の創出を図る。」 

④目標４ 

「地域資源を活用した特産品の開発等、インバウンド事業を引き出す観光開発支援。」 

事業内容 

Ⅰ．経営支援発達事業の内容 

1.地域の経済活動動向調査に関すること 

地域全体の経済動向調査を実施し、地域経済分析システムの活用や、小規模事業者の実態を把握

するため、企業景気動向等のアンケート調査を実施する。 

2.経営状況の分析に関すること 

小規模事業者の巡回、窓口相談を通した経営分析、自社の強みを把握するセミナーの開催、また、

融資等を起点とした経営課題、経営実態の把握と分析を行う。 

3.事業計画策定支援に関すること 

 経営分析の集計結果等をもとに、補助金、融資等を起点にした事業計画策定、また、セミナー等 

も並行して開催することで、販路開拓や技術開発等、事業の適正な発展に寄与する計画策定支援を 

支援する。 

4.事業計画策定後の実施支援に関すること 

 小規模事業者の経営実態、計画の進捗度に応じた経営支援や、計画のブラッシュアップを行い、 

継続した事業効果を高めるアフターフォローを行う。 

5.需要動向調査に関すること 

 地域で開発された新商品のヒアリング調査や、展示会等での商品に対するマーケティングリサー 

チを実施し、地域ニーズの収集と分析を行い、小規模事業者に適正なフィードバックを行う。 

6.新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 展示会や商談会に参加し、ＰＲ力と実行性の高い商談ができる支援を商談前後に行い、小規模事 

業者の販路開拓に繋げる。 

Ⅱ．地域経済の活性化に資する取組 

小規模事業者、関係団体と連携しながら小規模事業者が持つ魅力を発信できる事業を実施するこ

とで、認知度の向上、地域に足を運んでもらえる仕組み作りを促進し販路の開拓を目指す。 

連絡先 

①富田林商工会 584-0058 大阪府富田林市粟ケ池町 2969番地 5 

ＴＥＬ 0721-25-1101 ＦＡＸ0721-25-9009 Ｅ－mail：info@tonshow.or.jp  

②富田林市役所 産業環境部 商工観光課 584-8511 大阪府富田林市常盤町１番１号 

ＴＥＬ 0721-25-1000 ＦＡＸ0721-25-9037Ｅ－mail：syoukoukankou@city.tondabayashi.lg.jp 

③太子町役場 まちづくり推進部 観光産業課 583-8580 大阪府南河内郡太子町大字山田 88番地 

ＴＥＬ 0721-98-5521 ＦＡＸ 0721-98-4514 Ｅ－mail：kankousangyou@town.taishi.osaka.jp 

④河南町役場 まち創造部 環境・まちづくり推進課 585-8585 大阪府南河内郡河南町大字白木

1359番地の 6 ＴＥＬ 0721-93-2500  ＦＡＸ 0721-93-4691 

Ｅ－mail： machidukuri@town.osaka-kanan.lg.jp 

ＴＥＬ 0721-98-5521 ＦＡＸ 0721-98-4514 Ｅ－mail：kankousangyou@town.taishi.osaka.jp 

⑤千早赤阪村役場 観光・産業振興課 585-8501 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分 180番地 

ＴＥＬ 0721-72-0081ＦＡＸ 0721-72-1880 Ｅ－mail： kanko-sangyo@vill.chihayaakasaka.lg.jp 
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４市町村全体では、事業所数では卸売業・小売業が 954件と多いものの、従業員数では、製造   

業と医療福祉、卸売・小売業が圧倒的に多くなっている。工業団地には、数多くの製造業・卸売企

業が集積しており、その企業数も小規模ながら多いことから、このような数字になっているものと

考えられる。また、一方で地域の高齢化率が高いことから、医療福祉関係の事業所数や従業員数も

多く、上位 3業種の経営支援や従業員への雇用支援等を重点的に対応しなければならない。特に、

当地域は小規模事業者が多いので、資本力や事業承継も問題があり、当会は、これらの支援施策も

念頭に置いていかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４市町村の付加価値額から見た企業特性は、圧倒的に製造業が高いことがわかる。全国を１とし

た場合の特化係数についても高くなっている。次いで医療・福祉、卸売業・小売業になっており、

企業が生み出している価値とすればこの 3つの業種への寄与が大きい。また、特殊要因として複合

サービス事業の特化係数も高くこれは、大阪南農業協同組合等の地域団体と連携して活動をしてい

る地域経済団体の存在によるものである。これらのことから、販路開拓やより付加価値の高い技術

が提供できるような製造業支援、今後の制度変更を見据えた上で、寄与度の高い医療・福祉・組合

関係に対する雇用や事業連携支援も考慮にいれていく必要性がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：地域経済分析システム RESAS） 

図表４－３：４市町村の産業大分類別に事業所数と従業員数（事業所単位）（２０１６年） 

図表４－４：４市町村の産業大分類別に見た付加価値額（企業単位）（２０１６年） 

（出典：地域経済分析システム RESAS） 





８ 

 

富田林市の事業所数は、卸売業・小売業が一番多く 750 社で、（図表 5－3）売上高比率で上位に

は無いことから、小規模事業者が多いことが伺える。次いで製造業の 455社、従業員数は 7,235人

となっており、雇用率では高い産業である。次いで医療・福祉、卸売業・小売業の順に高くなって

いる。人手不足と言われる中、高齢者や女性、外国人人材等の採用や教育といった雇用管理支援の

充実が必要になってくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

富田林市の付加価値額からみた産業特性を見ると、製造業が圧倒的に高く、次いで医療・福祉分

野が高い。特に事業所数から見ても付加価値額が高い製造業は高度な加工技術や熟練のノウハウを

持った企業が存在していることが伺える。 また、特化係数は医療・福祉では 3.3、複合サービス

も 3.11 となっており、全国から見ても極めて高いことから、付加価値は他の地域に比べて独自性

を発揮できる要素を持ち合わせている可能性が高い。よって、当会としても、この産業へのアプロ

ーチを強化し、地域の強みを活かした経営支援を検討することも大切になってくると思われる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表５－３：富田林市の産業大分類から見た事業所数・従業員数（事業所単位） 

図表５－４：富田林市の産業大分類別から見た付加価値額（企業単位） 

（出典：地域経済分析システム RESAS） 

（出典：地域経済分析システム RESAS） 
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図表９－１：４市町村の産業大分類別に見た事業所数 

図表９－２：４市町村の産業大分類別に見た従業員数（事業所単位） 

図表９－３：４市町村の産業大分類別に見た売上高（事業所単位） 
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③課題 

管轄エリアの今後の人口推移は、現在の約 14.6 万人が、10 年後で 12 万人になり、更に 20 年後

には約 9.2万人になることが予想される。現在の人口と比べて約 63％にまで減少してしまうことに

なる。 

また、20年後には高齢化率も約 45％と高い割合になると考えられる。全国の高齢化率 28％（2019 

年時点）と比べても格段に高い数字となっていく。この高齢化率は日本全体よりも進行が早いと考

えられ、地域経済にも大きな影響を与えることにつながる。 

管内事業所の状況も、各市町村での特徴は見られるものの、企業数、事業所数の減少は人口動向

と同じく年々減少していく事が予想される。これらは、工業団地における空き状況や、地域商店街

の衰退、また、店舗の入居率の低下等を見て感じ取れることであり、地域での商業、工業の衰退が

起こっていることが伺える。 

特に、地域的な特徴から、小売・サービス業等の生活に直結する事業者が減少すると、地域で買

い物ができない高齢者が増え、買い物難民ができてしまうことが十分に想定される。打開するため

には、地域で住民を支える産業インフラが必要であり、共同交通システムや、訪問移動販売システ

ム、ＩＴ技術を使った生活基盤情報の発信等の課題解決に向けた取り組みが必要である。製造業に

おいても同様であり、生産年齢人口が減少傾向にあり、労働力不足は地域製造業の衰退を招く大き

な要因の一つとなっている。今後は、生産性の向上を図れるような労働力不足の解決、機械設備の

導入、企業の IoT化の促進などの支援が必要である。 

管内エリアの人口動向は小規模事業者の経営者の今後の状況ともリンクしており、これからは、

経営者の高齢化も急激に進み、後継者問題を含むスムーズな事業承継、後継者の育成などを計画的

に実施し、適正な事業承継を推し進めることで、企業の減少に歯止めをかけられるような支援が必

要になる。また、同時に地域に即した新たな創業者の創出が図れるような取り組みも併せて実施し

ていく必要がある。 

   2019年には、近隣地域において百舌鳥・古市古墳群が世界遺産登録され、地域資源をＰＲするこ

とができる機会が訪れる。管轄エリアでも観光資源開発やインバウンド対策についても従来から取

組みを実施してきた背景から、各自治体や地域団体等と協力体制を構築し、インバウンド需要に対

応した計画的な支援を実施する必要がある。特に管内エリアの特産品の開発、発信は地域の情報発

信につながり、シティプロモーションに必要な要素のひとつである。 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興の在り方 
これからの 10年間で、人口が約 12万人台になり、20年後には約 9万人台になることが予想され、 

地域での市場の縮小が懸念される。更に、インターネットの普及に伴い、ネットでの購買人口が増

加し、地域での需要が減少していくことは間違いない。加えて、人口の減少、高齢化率の増加に伴

い、企業数、労働者数の大幅な減少も見込まれ、大きな地域開発や産業基盤の創出が難しい現状の

中で、小規模事業者の経営基盤を維持していく事は非常に厳しい状態となりつつある。 

この厳しい現状を捉えつつ、管内市町村では、次のような総合ビジョンや基本方針を策定してお

り、計画的な地域の活性化に取り組むべき指針を示している。 

富田林市が 2017 年に策定した富田林市総合ビジョン及び総合基本計画において、分野別施策３

（１）産業活性化によるにぎわいの創出として、個別施策の「雇用の促進」、「商工業の活性化」（ブ

ランド事業、製品開発や承継、伝統工芸品の支援等）、「農業の活性化」、（２）多くの人が訪れるに

ぎわいの創出として、「地域資源を活かした観光振興」、「人が集まる機会の創出」を策定している。 

河南町では、2016 年に策定した河南町まちづくり戦略（総合戦略）の中で、“農商工等が盛んで

活力のあるまち”の方針のもと、「企業誘致」、「新しい産業の促進」、「農業の６次産業化」、「地域

ブランドの開発」、「道の駅等の農業交流施設の整備」、「農業基盤整備」があり、“自然、文化を発

信する観光のまち“として、「地元産品を活用した都市住民との交流」、「観光での新たな産業の創

出」、「美しいまちづくりの推進」、「産学官の連携」（近つ飛鳥博物館、大学、企業とのコラボ）、「協

働のまちづくり」、「芸術村」の構想がある。 
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太子町では、2013 年から太子町行財政運営プランを制定し、毎年その改変を行っている。特に、

“活力と魅力にあふれる個性豊かなまちづくり”において、農業基盤整備や農業の次世代人材投資、

道の駅の整備、更に地域就労支援や観光促進、住民協働による地活性化プロジェクト、にぎわい創

出強化等の産業と雇用、観光に力を投入する計画を立てている。 

千早赤阪村では、2011 年に今後 10 年間の第 4 次千早赤阪村総合計画が策定され、毎期その計画

が遂行されている。その中で、“住みたいむらプロジェクト”「創業支援事業」、「地域公共交通事

業」、「がんばる地域応援事業」、“交流人口増加プロジェクト”では、「道の駅機能及び再整備調査

事業」、「奥河内観光事業」、「農林業振興活動助成事業」等の地域活性化事業があり、それらを継続

して支援していく計画を策定している。さらに、2014 年 12 月に「過疎地域自立促進計画」、2016

年 1月に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、中小企業の育成・振興や新たな特産品の

開発等の商業の活性化にも取り組んでいる。 

当会では、管内小規模事業者の現状を把握し、それぞれの持つ課題の克服に努めるとともに、上記

4市町村の総合ビジョンや基本方針を踏まえて、10年後を見据えた長期的な視点から経営の安定と

持続的な発展につながる有効的かつ効果的な支援を実施するとともに、管内関係団体等と連携しな

がら本事業を推進していく体制を構築する。 

①観光振興  

地域の観光資源を活かした地域ブランドの確立や、新たな商品の開発、創出など、観光を活用し

た産業の活性化を推進し、地域外からの人口流入を図るとともに、地域市場の拡大に努める。 

②工業振興  

地域製造業事業者等が自社の持っている技術力やノウハウなどを活用した既存製品や新たな製

品の開発を支援するとともに、商談会や展示会などの需要の拡大に繋がる機会を提供することで、

企業の基盤整備に努め、新たな需要の拡大につなげる。 

③商業振興 

人口減少などによる地域市場の縮小に対して、小規模事業者が持つ魅力を掘起し、強化すること

により商品や、サービスの付加価値を高め、競争力の強化を図るとともに、情報発信力を強化、促

進することで、新たな市場の開拓を支援することにより、持続的、発展的な経営につなげる。 

 

（３）経営発達支援事業の目標と方針 
当会の管轄エリアの現状分析し、今後課題となる人口と小規模事業者の減少、高齢化の進行によ

る事業承継問題、市場の縮小、労働力の不足、観光人口増加によるインバウンド対策などがあり、

それらに対する支援策として以下の目標を設定する。 

 

①目標１ 

「小規模事業者の経営持続（承継と連携、提携、共同等）・発展の推進、創業者支援で産業      

全体の底上げを図る。」 
今後の地域産業を持続、発展させるため、事業承継・提携等の取り組みを戦略的、計画的に実施 

 する。事業承継・提携等を円滑に推進するため各市町村担当部局、大阪府事業承継ネットワーク事 

 業の専門家、大阪府事業引継ぎ支援センターとも連携を図る。 

また、従来から実施している創業セミナーから得た創業環境データや成功事例、地域経済環境動

向を分析し、具体的な創業プランの提案、創業者の育成支援につなげる。事業承継・提携等の相談

件数 10件、創業件数 10件を目標とする。  

 

②目標２ 

「小規模事業者の新たな魅力の発見・創出、競争力の強化を図る。」 

事業所の価値分析等を実施し、事業者が持つ新たな魅力を発見、創出につなげ、商品やサービス

の付加価値を高めることにより、自社が持つ魅力を再認識するとともに、それらを効果的に発信、

プロモーションできるような IT/IoT化の促進を支援する。 
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また、自社をブランディング化することにより物産展や展示会への出展を推進し、競争力の強化

につなげる。 

 

③目標３ 

「新たな労働力の確保、職場環境の整備を支援し、雇用の創出を図る。」 
人口の減少、高年齢化の進行からくる労働力の不足を補うため、行政や関係機関と連携したマッ 

 チングフェアの開催、働きやすい環境を整備するための各種セミナーを開催するなど新たな雇用の 

 創出につなげる。 

 
④目標４ 

「地域資源を活用した特産品の開発等、インバウンド事業を引き出す観光開発支援。」 
多数有している観光資源を有効的に活用できるような取り組みを関係機関と連携しながら推進

する。 

また、インバウンド需要を取り込めるような商品の開発、プロモーションを支援し、新た販路の

開拓を図る。 

 

（４）目標達成に向けた方針 
これらの目標に対し、当会管轄エリアの小規模事業者の持続的成長と発展、今後の地域経済の基

盤整備を行う役割を果たせるような効果的、有効的な支援を実施する。 

 

①目標１に対する方針 
（ア）事業承継等の担当指導員を設置し、小規模事業者のデータベースを細かく分析すること

で、優先順位を付けた計画的な支援を実施する。 

また、大阪府事業承継ネットワークや関係機関、専門家等と連携し、セミナーや個別相

談会を開催、小規模事業者の現状把握、課題解決につなげることにより、事業承継計画書

を作成、スムーズな承継を支援する。 

さらに、税制などの国から発信される情報については、会報やホームページなどで定期

的に情報提供を行い、小規模事業者が承継しやすい環境づくりを目指す。 

（イ）創業希望者、創業間もない事業者、第二創業事業者等については、行政担当部署と施策

連携を図りながら事業を持続できるような支援を実施する。 

また、富田林市創業支援連携ネットワークを活用し、(株)日本政策金融公庫阿部支店と

連携しながら融資の活用、創業計画書作成支援を行い、創業できる環境整備に努める。 

さらに、創業セミナーを定期的に開催し、個別相談など創業希望者の課題解決につなげ、

創業しやすい下地作りを行い創業率を高める。 

 

②目標２に対する方針 
（ア）管内エリアにおいて価値のある商品や製品、サービスを「地域ブランド」として認定す

る制度を実施しており、地域の特性を生かした商品、製品等が持つ魅力を全国に発信でき

る体制を整えるとともに、それらを活用したプロモーションができるような支援を実施す

る。 

また、当会は広域エリアである為、よりブランド力を向上させるためにも「南河内ブラ

ンド」を作ることでより効果的な販路開拓につなげる。 

（イ）自社のポテンシャルや魅力を再発見できるようなセミナーや個別相談会を開催し、小規

模事業者の意識の向上に努める。同時にセミナー等でＩＴ、ＩｏＴ化を促進することで、

情報発信力の強化につなげる。 

（ウ）近隣商工会、商工会議所と連携し、ＢｔｏＢやＢｔｏＣにつながる展示商談会などへの

出展を促進することで、小規模事業者の魅力を伝える場を提供し、新たな顧客の獲得や販
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路の開拓につなげる。また、年 1回開催している「商工祭」への出展も促し、地域での認

知度の向上、競争力の強化を図る。 

 

③目標３に対する方針 

（ア）企業の特色や魅力を最大限に表現できるホームページや企業の情報誌を作成し、大学や

専門校、高校等に配布することで、若年者層に発信できる機会を設ける。 

（イ）行政担当部署、近隣商工会、ハローワーク等の関係団体と連携し、就職説明会やマッチ

ング相談会を開催、機会の提供を行い人材確保に努める。また、職場環境整備や人材育成

等については、年数回セミナーや個別相談会を開催し課題解決に努める。 

（ウ）昨今外国人労働者の受け入れ企業が増加しており、今後も増加していく事が予想される

ため、企業が外国人労働者をスムーズに受け入れられる環境整備ができるようなセミナー

を開催し、円滑な雇用促進を図る。 

 

④目標４に対する方針 

（ア）行政担当部署、地域団体等と連携し、観光ネットワーク協力事業体を組織し、会議等  

を重ねながら地域の魅力発信に努めるとともに、小規模事業者がインバウンドに対する知

識の向上が図れるような事業の実施、関係組織との連携、強化を図る。 

（イ）管轄エリアにある地域の特色を生かした特産品を開発できるような支援を実施し、地 

域のプロモーションにつなげ、店舗の魅力を強化することによりインバウンド需要に対応

できるような小規模事業者の魅力強化を図る。 

 
⑤方針に対して実行性を高める為に 

当会の管轄エリアは一市二町一村と広域エリアとなっており、小規模事業者の課題解決に向け

て効率的、効果的な支援を実施するためには各市町村の関係部署や関連、地域団体と連携するこ

とが必須である。 

また、小規模事業者に対する効果的な支援を実施する上で、現状の把握、経営状況の分析を的

確に行い、具体的な課題解決に向けての事業計画書の提案、作成、実行が必要不可欠でありＰＤ

ＣＡサイクルの活用につなげ、それらを当会経営指導員が共通認識として共有することで小規模

事業者の持続、発展につながると考える。 

また、実現不可能な提案ではなく個々の小規模事業者に沿ったより実行性の高い事業計画の策

定が必用であり、そのために経営指導員が日常から小規模事業者と接点を持ち相談しやすい体制

を構築する必要がある。 

それらの方針に対しての実効性を高めるためには、経営指導員及び一般職員の業務遂行スキ

ル、事務処理スキルを向上させる必要があり、そうすることにより数多くの小規模事業者に応対

できる時間を設けることが可能となり、計画の遂行につながる。 

経営指導員及び一般職員の研修会等への参加、課内勉強会の実施、外部の専門家やＯＪＴを通

じて現場で必要になる知識の向上を図り、職員間での情報の共有、知識の共有を行うことで職員

全体の能力の底上げを図ることで、小規模事業者の様々な課題やニーズに対応できると考える。 
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経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和 2年 4月 1日～令和 7年 3月 31日） 

 

（２）経営発達支援事業の内容 

 

Ⅰ．経営発達支援事業の内容 

 
1.地域の経済動向調査に関すること 

【現状と課題】 

現状では、全国商工会連合会が実施している「中小企業景況調査」を定期的に行っている以 

外は実施しておらず、大部分は経営指導員の個別の情報収集に留まっている。「中小企業景況 

調査」については、その情報を小規模事業者にフィードバックできておらず、経営支援に対し 

て有効的に活用できていない。 

今後は、必要な情報収集を定期的に実施し、その情報を経営指導員全員で共有することで、

小規模事業者のニーズに応えた支援に活用していく必要がある。 

また、調査に対しては常に最新の情報を収集することを心掛け、ＰＤＣＡサイクルを効果的 

に回すことにより、小規模事業者に適切な情報提供を実施する。 

 

【目的】 

小規模事業者の持続的発展につながる経済動向等を収集、提供することで、現状や課題を

見つめ直すことにつなげ、より明確な経営計画を策定、提案できる体制を構築し、経営の安

定化を図る。 

また、収集した情報については、当会のホームページや会報等に掲載し、小規模事業者の

情報活用ツールとして提供する。 

 

【事業内容】 

①地域全体の経済動向を調査する為、地域経済分析システム「ＲＥＳＡＳ」の活用 

（年 1回実施 5月に調査を実施し、9月に開示する） 

 

     分析手法：地域経済循環マップ → 生産分析 

          管轄エリアの生産活動、分配、支出について、広く動向を分析する 

産業構造マップ  → 産業の現状を分析 

          管轄エリアの製造、卸売・小売業、建設業等の各業種業態の事業所数・従業員

数・付加価値等について分析する       

          まちづくりマップ  → 人の動きを分析する 

          管内エリアの人の流入出動向等の傾向を分析する。 

観光マップ     → 観光動向の分析 

          管内エリアの観光の目的や利用、観光客の流れを分析する 

          上記の分析を総合的に収集し、事業計画書の策定に反映させる。 

分析担当：当会の担当経営指導員が中小企業診断士等の専門家と連携し、収集した情報 

の分析を行う。 

 

②小規模事業者の実態を把握するため、全国商工会連合会が行う中小企業景況調査の一部に

当会が必要な項目（特に承継、雇用等）を追記し、実施する。 

（年 2回実施する。6 月、12月に調査を実施し、9月、3月に開示する） 
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決算指導や補助金申請時には、財務諸表等（損益計算書や貸借対照表など）を確認する機 

会が多くある為、その時を起点として、定性的（ＳＷＯＴ分析など）、定量的（収益性や生 

産性等）な視点から経営分析を実施する。 

    

③強みを把握する経営分析セミナーの開催 

     経営分析セミナーを開催し、小規模事業者に経営分析の重要性を理解していただくととも 

に、簡易な分析システムなどを活用することで、自社で分析ができるような体制を構築する。

また、セミナーを受講後に、小規模事業者が個別相談等を希望した場合は、経営指導員と 

外部専門家が連携した経営分析支援を実施する。 

 

開催内容：経営分析の必要性と具体的な活用方法について 

実施回数：年 1回（R4年度より 2回） 

広報等 ：商工会報、各行政広報誌、メルマガなど 

募集企業数：15社（R4年度から 30社） 

セミナー参加企業から経営分析を実施する件数：5社（R4年度から 10社） 

 

【経営分析の項目】 

分析項目：定量分析に関すること 

財務諸表を基本とした分析 

損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー等による売上高、経費、利益等 

の収益性、借入金、保全状況等の安全性、生産性等について数値化されたデ 

ータを基にした分析を行う。 

         ：定性分析に関すること 

          ＳＷＯＴ分析 

内部的要因である強み、弱みなど、外部的要因である機会や脅威など 

          ３Ｃ分析 

          市場規模や市場の成長性、顧客ニーズ、市場での競合や優位性、ブランド力や

技術力など 

          ７Ｓ分析 

組織形態、社内システム、経営戦略、競争優位性、人材、経営目標やスタイル、

経営理念など数値では表しにくい情報やデータの分析を行う。 

※定量分析と定性分析のそれぞれの特徴を活かすことで、合理的で効果の高い分

析を実施することができる。 

 

     分析手法：経営指導員が、巡回や窓口相談時また、補助金申請や金融相談時などに小規模

事業者に対して経営分析の必要性や重要性の説明を行い、また、セミナー参加

事業者の中から、経営分析を希望する事業者を抽出、選定し、経済産業省の「ロ

ーカルベンチマーク」や「経営デザインシート」等を活用しながら、経営指導

員が、分析目標をたて、収集している情報を活用して課題解決に向けた支援を

実施する。 

    

【成果の活用】 

経営分析担当指導員（3 名）を設置し、定量分析、定性分析の特徴を活かした経営分析を

行い、課題の解決につなげていく。また、経営分析した結果を小規模事業者にフィードバッ

クすることで、今後の事業計画を策定する上での基礎資料とするとともに小規模事業者の経

営についての知識向上を図る。 

経営分析データについては今後の経営指導に活用するためデータベース化し、経営指導員

で共有し活用する。 
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     補助金活用セミナー   

開催：年 1回   

     開催内容：小規模事業者持続化補助金やものづくり補助金、事業承継補助金、創業補助金 

等を起点とすることによる事業計画書の作成について 

広報等 ：商工会報、各行政広報誌、メルマガなど 

募集企業数：15社 

セミナー参加企業から経営分析を経て、事業計画書を策定する件数：3社 

 

融資活用セミナー    

開催：年 1回   

  開催内容：(株)日本政策金融公庫と連携して、事業融資や創業融資等希望者が財務状況を 

把握分析したうえで、事業計画書が策定できるよう支援する。 

広報等 ：商工会報、各行政広報誌、メルマガなど 

募集企業数：15社 

セミナー参加企業から経営分析を経て、事業計画書を策定する件数：3社 

  

創業セミナー      

開催：年 2回  

     開催内容：管内エリアの行政、地域の商工会等と連携して創業セミナーを開催し、創業計 

画書を策定できる体制を整え、創業者育成を図る。 

広報等 ：商工会報、各行政広報誌、メルマガなど 

募集人数：20人 

セミナー参加企業から事業計画書を策定する件数：5人 

            

※事業承継、第 2創業等については、個別対応後、大阪府事業承継ネットワークと連携して

伴走型支援を実施し、経営分析後、事業計画書の策定につなげる。 

 

【策定方法】 

事業計画の策定については、経済動向調査や小規模事業者の経営分析データを活用し、 

     地域環境の動向を考慮しながら分析を実施する。特に、過去の経営の実態を分析し、今ま 

     での企業経営の流れを把握することにより計画的に事業計画書の策定に取り組む。 

     

【支援、活用方法】 

巡回や窓口相談、各種セミナー参加者や、経営分析対象事業者などに事業計画書の必要 

     性について説明を行い、事業計画書策定ツールなどを提供し、事業計画の重要性を理解し 

     たうえで事業者自らが策定できるように支援する。 

また、策定時においては経営指導員が伴走型支援を実施し、必要であれば大阪府よろず 

支援拠点やミラサポの専門家派遣制度等を活用して、より実現性の高い計画書の策定に努 

める。計画書は経営指導員が共有できるようなデータベース化を行い、ブラッシュアップ 

することで今後の経営支援の活用につなげる。 
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不足している事業所も多いことから継続的な出展が難しいことも課題である。さらに、人口

の減少に伴い、地域市場の縮小も避けられないことから、ＩＴやＩｏＴを効果的に活用した

新たな販路開拓手法も求められてきている。 

 

【支援に対する考え方】 

小規模事業者が展示会や商談会へ効率的に出展できるよう現状分析、課題抽出を行い、商

品の魅力や強みを発信できるような体制づくりを目指す。また、展示会などで他社との差別

化を図ることができるような製品プロモーションや商談会でのアプローチの仕方など経営

指導員が個別相談を実施する。 

 

【事業内容】 

①展示即売出展支援事業（ＢｔｏＣ） 

需要動向調査を実施した小規模事業者を主な対象とし、販路の開拓に繋がるような商談会

への出展を促進する。出展希望者には、消費者への自社商品の魅力の伝え方、アプローチ方

法や効果的なディスプレイ方法などについて、経営指導員が事前事後及び期間中伴走型支援

を実施し、また、必要であれば外部の専門家等とも連携することで、より効果が高まる需要

の開拓支援を実施する。実施場所については、近隣商工会が開催する商工祭ブースを確保し

事業者に提供する。 

   

    「各地域の商工祭」：近隣商工会が開催（年 1回） （ＢｔｏＣ）2ヶ所抽出する。 

     ※商工祭の概要は前ページの※1に記載 

    「支援対象事業者」：需要動向調査を実施した小規模事業者で、地域市場の開拓や新たなニ 

              ーズの掘起しを必要としている事業者 

 

②商談会出展支援事業（ＢｔｏＢ）  

     事業計画書の作成を実施した小規模事業者を主な対象とし、大阪府下商工会・商工会議所

が連携して開催している「大阪勧業展（ＢｔｏＢ）」「ビジネスチャンス発掘フェア（Ｂｔｏ

Ｂ）」への出展を促進する。出展希望者には、事前支援を実施し、商談会に対する心構えや

自社商品、製品のプロモーション方法やアプローチの仕方などまた、昨年までのマッチング

実績などの情報提供等を具体的に行う。商談会開催期間においても現地でバイヤーとの商談

方法や商品、製品の魅力発信方法などの支援を行い、終了後にも事後相談を実施し、情報の

整理や相手先との交渉など継続してビジネスに繋がるような支援を行う。 

   

    「大阪勧業展」・・・・・年 1回開催 出展企業数 373企業  来場者数 7,924 人 

「ビジネスチャンス発掘フェア」・・・・・年 1回開催  出展企業数 195企業 

                               来場者数 7,891人 

    「支援対象事業者」：事業計画書の策定を実施した小規模事業者で、新たな市場の開拓や販 

路の拡大を模索している事業者 

 

③ＩＴツール活用促進事業 

     小規模事業者においては、人口減少等により地域市場の縮小を余儀なくされており、新た

な需要の開拓を行うためにはＩＴの利活用は必要不可欠である。また、労働力が減少してい

る現在においては、少ない労力で高い効果が見込める意味でもＩＴを活かした効果的な支援

が必要である。 
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広報紙で募集を行い、認定後は冊子やＨＰでプロモーションを実施する。委員会は、①富田林

料飲宿組合②富田林市観光協会③富田林市商業連合会④富田林商工会青年部⑤富田林商工会

女性部⑥富田林市異業種交流会⑦大阪南農業協同組合⑧大阪芸術大学⑨大阪大谷大学で構成

されている。それ以外のエリアについては、独自で特産品を選定しているものをイベント等で

のＰＲ活動を実施する。 

また、認定後は、商品のＰＲやプロモーションについて支援を実施し、フォローアップを行

う。 

今後は、管内行政エリアの枠組みを超え、南河内地域のブランド商品として全国に発信して

いけるような仕組み作りを構築して行く必要がある。 

 

②富田林商工祭の拡充 

当会では、毎年 11 月に富田林商工祭を開催している。主催である実行委員会を年 2 回開催

しており、構成団体として富田林商工会、管轄エリアの行政、富田林市商業連合会、富田林料

飲宿組合に協力をいただいている。小規模事業者も約 30 社の出展があるが、同じ店舗の出展

が多いため、新たな参加事業者の掘起しが必要である。また、来場者（昨年は 3,500人）があ

るが、小規模事業者にとって需要の拡大の場とし提供するためにも、今後は消費者への周知方

法などを検討課題とし集客等の拡大に努める必要がある。 

 

Ⅲ．経営発達支援事業の円滑な実施に向けた支援力向上の為の取組み 

 

8.他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

【現状と課題】 

当会は、大阪府では南東部地区に位置しており、柏原市商工会、藤井寺市商工会、羽曳野市

商工会、大阪狭山市商工会、河内長野市商工会の５つの商工会と連携して事業を実施している。 

さらに、労務関係上、松原商工会議所や大阪府全体での周知を図る場合などは大阪府商工会

連合会とも協調し事業実施を行っている。今後は、経営発達支援事業計画を推進していくため

に、上記の関係団体は勿論のこと、地域関連団体等と深く連携し、それぞれが所有する情報を

提供、共有することで、小規模事業者に対して持続的、発展的な支援につなげる。 

 

【事業内容】 

①労務第三部会 

連携者：南河内地区商工会（柏原市商工会、藤井寺市商工会、羽曳野市商工会、河内長野市 

商工会、大阪狭山市商工会） 

内 容：年 4回 天王寺年金事務所と連携し、社会保険の手続きや制度変更、今後の社会保 

険の動向などについて、情報提供と交換を行う。また、共有された情報は、小規模 

事業者にフィードバックできるように集約し、ホームページ等での提供を行う。 

 

②事業承継ネットワーク 

    連携者：大阪府商工会連合会、柏原市商工会、藤井寺市商工会、羽曳野市商工会、大阪狭山

市商工会、河内長野市商工会 

    内容 ：年 1回 事業承継に関する制度説明や個別支援時の対応、専門家へのつなぎなどケ

ースに応じた対応ができるような情報の共有と連携体制の整備。 

 

③労務第一部会 

連携者：南河内地区商工会（柏原市商工会、藤井寺市商工会、羽曳野市商工会、河内長野市 

商工会、大阪狭山市商工会） 

    内 容：年 4回 羽曳野労働基準監督署の管轄エリアにある商工会、商工会議所に対して、
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労働保険関係の事務処理や制度変更、事務組合の運営等についての情報交換を行

う。 

 

④経営改善資金推薦団体連絡協議会 

    連携者：(株)日本政策金融公庫阿倍野支店、大阪府商工会連合会、藤井寺市 

商工会、羽曳野市商工会、大阪狭山市商工会、河内長野市商工会 

    内 容：年１回（6 月）(株)日本政策金融公庫の貸付等の現況報告、融資制度の説明、近況

報告などを含めた情報交換。 

 

⑤雇用促進広域連携協議会 

連携者：富田林市、河南町、太子町、千早赤阪村、河内長野公共職業安定所、河内長野市商

工会、大阪狭山市商工会 

内 容：年 4回 求人、求職に関する情報の共有、求人・求職情報フェアの開催に 

関すること。 

 

9.経営指導員等の資質向上等に関すること 

【現状と課題】 

    現状では、経営指導員が必要に応じた研修等については、受講計画を立てたうえで参加し、

受講した内容や知識については、個々の業務に活かしてはいるものの、職員全体には、復命書

等での回覧はあるものの、情報の共有化までは至っていない。 

    今後は、経営指導員が支援を実施するうえで、必要と思われる情報や、知識を各々が理解し

たうえで、自身に足りないスキルを補える研修会に積極的に参加し、経営発達支援計画を効果

的に実施できるような資質の向上を図るとともに、職員全体で情報の共有化を図る。 

 

【事業内容】 

①大阪府商工会連合会等が主催する研修会への参加 

経営指導員や一般職員を対象とした大阪府商工会連合会が主催する「経営指導員研修」に

積極的に参加し、自身に足りないスキルを補うことができる様々な内容の研修を受講するこ

とで、経営指導員等の資質向上を図るとともに、参加している商工会、商工会議所職員と交

流や意見交換を行うことで、知識の習得に努める。 

 

②ＯＪＴ制度の導入 

支援経験が豊富な経営指導員と若手経営指導員でグループを編成し、巡回指導や窓口相談

等に同行、同席させ、経営指導に必要なスキルを習得できる仕組み作りを行い、若手職員の

育成につなげる。 

また、単発的なアドバイスで終わらず、計画的に実施し、資質の向上を図る。ＯＪＴ実施

前後は、支援に対する課題提示し、資質の向上を図る。月１回は、ＯＪＴでの支援を実施し、

経験豊富な職員が交互に対応し、蓄積されている知識と経験をもとに、連絡会議を実施する。 

 

③外部専門家による知識向上研修会の実施  

経営指導員、一般職員が経営指導を行う上で、効果的な指導ができるよう知識の向上を図

ることを目的に、外部専門家（大阪府よろず支援拠点コーディネーター、中小企業診断士、

ＩＴ専門家等）を活用し、専門的知識についての研修会を 3か月に 1回実施する。経営分析、

事業計画書の作成、マーケティング手法、対話やコーチング・ティーチング手法を学び、実

際の相談業務の事例を基にした内容で実施し、実態に即した研修を行う。 

 

④フィードバックミーティングの開催 

     経営指導員、一般職員対して、定期的なフィードバックミーティングを 2か月に 1回実施



３２ 

する。職員個々が、参加した研修会、講習会などで知り得た知識や情報を取りまとめレポー

ト形式にしてフィードバックを行う。経営指導員が講師となり、レポートにもとづいた情報

発信、意見交換を実施することにより、新しい知識と情報共有を図る。

⑤情報のデータベース化

現状は、経営に関する情報などを書面に記録しファイル管理していたが、必要な情報をタ

イムリーに提供、また収集することは大幅なタイムロスが発生し、相談に対して迅速に対応

できていない。今後は、写真や動画を含め収集した情報をグループウェアや基幹システム等

を活用することで、情報をデータベース化することにより、リアルタイムに職員が閲覧、共

有できるようなシステムを構築することで、より円滑な支援につなげる。

10.事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること

本年以降の経営発達支援計画についての実施状況や遂行状況、成果や評価、検証については以

下の方法により行う。 

【事業内容】 

6 ヶ月に 1 回、富田林市役所商工観光課、太子町観光産業課、河南町環境・まちづくり推進

課、千早赤阪村観光・産業振興課、法定経営指導員、外部有識者（中小企業診断士や税理士等）、

大阪府商工会連合会、当会役員を委員とした事業評価委員会を設置し、支援事業の進捗状況や

成果状況の報告、修正案の提出を行うとともに、評価、検証を行う。事業の進捗状況について

は、理事会で報告し、見直し案等を提案した後、今後の方向性を決定する。 

評価、検証結果は、当会の理事会提出後、承認を得て、今後の事業実施方針等に反映させる

とともに、商工会報やホームページなどへ掲載（年 1回）することにより、地域の小規模事業

者等が常に閲覧可能な状態とする。 
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（別表３） 

経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

（単位 千円） 

令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 

必要な資金の額 

１． 地域の経営動向調査に関す

ること 

・アンケート調査（年 2回） 

２． 経営状況の分析に関するこ

と 

・経営分析セミナー

・広報費

・専門家謝金

３． 事業計画策定支援に関する

こと 

・事業計画策定セミナー

・補助金活用セミナー

・融資活用セミナー

・創業促進事業

（創業セミナー）

・事業承継セミナー

４． 需要動向調査に関すること 

・特産品アンケート調査

・商工祭アンケート調査

５． 新たな需要の開拓に寄与す

る事業に関すること 

・展示即売出展

・商談会出展

・ＩＴセミナー

６． 地域経済の活性化に資する

取り組みに関すること 

・地域ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ開発事業

・商工祭拡充事業

７．各活性化に関する事業 

・雇用管理労務セミナー

・求人・求職情報事業

60 

120 

80 

50 

120 

120 
120 
120 

120 

100 

100 

300 

300 
120 

1,500 

  2,500 

120 

120 

60 

120 

80 

50 

120 

120 
120 
120 

120 

100 

100 

300 

300 
120 

1,500 

  2,500 

120 

120 

60 

120 

80 

50 

120 

120 
120 
120 

120 

100 

100 

300 

300 
120 

1,500 

  2,500 

120 

120 

60 

120 

80 

50 

120 

120 
120 
120 

120 

100 

100 

300 

300 
120 

1,500 

  2,500 

120 

120 

60 

120 

80 

50 

120 

120 
120 
120 

120 

100 

100 

300 

300 
120 

1,500 

  2,500 

120 

120 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

会費収入、大阪府補助金、富田林市補助金、各事業への参加費用等 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 








